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参考２ 自動車リサイクル法における再資源化に対する指標（リサイクル統合評価の例）

参考１ 熱回収の対比（食品リサイクル法と廃棄物処理法）

参考３ メタン発酵方式とごみ発電の比較検討資料

参考４ 第三次循環基本計画（案）の熱回収と食品リサイクル関連

参考５ バイオマス事業化戦略の概要と食品廃棄物

参考６ 今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案）のバイオマスと熱回収関連

参考７ 一般廃棄物の（ごみ処理施設）の予熱利用と発電関連データ

参考８ バイオマス発電の実績と戦略

資料４－２
食品リサイクル法 廃棄物処理法

（熱回収省令※通称） （熱回収施設設置者認定制度）

平成19年11月公布 平成23年4月施行

基 準

35MJ/kg未満（廃食用油等以外）の資源を利用
する場合には、1トン当たりの利用に伴い得ら
れる熱又は電気の量が160MJ以上であること

年間の熱回収率が10%以上であること
（燃料の総熱量が30%を超えないこと）

廃食用油等（35MJ以上）の場合は資源1トン当
たり28,000MJ以上の熱回収

基準の目安
正味（送電端効率）の発電効率10%以上

ボイラー効率80%以上

取扱い数値 実績値 施設が申請書に記載した値（根拠資料添付）

対象範囲

電 力 送電量（自家消費・関連施設供給分を除く） 発電量（自家消費・関連施設供給分を含む）

熱供給
外部熱供給（業務用施設）
※自家消費・関連施設供給分を除く

関連施設、場内の給湯冷暖房、周辺施設（プー
ル・スケート場・温室ほか）

所内利用 （対象外）
タービン補機駆動、循環利用（空気予熱器、脱気
器ほか）

対 象 外
自家消費・関連施設分
周辺地域への還元施設用（プール・スケート
場・温室〔植物園〕ほか）

白煙防止のための排ガス再加熱器
脱硝用排ガス再加熱器

基準（認定）の判断 排出事業者が施設側に確認
都道府県知事の認定を受けることができる（認定
証の交付）

１／３

2

参考１ 熱回収の対比（食品リサイクル法と廃棄物処理法）

参考文献 食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率に係る測定方法のガイドライン 平成24年4月 農林水産省 環境省
廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル 平成23年2月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

食品リサイクル法 廃棄物処理法

認定数
（可能性のある施設）

43施設（環境省ＨＰ） 12施設（環境省ＨＰ）

H19年調査結果
（定格発電端効率17%以上対象）

H24年10月31日現在

うち産廃施設（一廃と両方を含む）

11施設
うち発電効率17%以上2施設
発電＋熱回収17%以上5施設

施設の対象 一般廃棄物・産業廃棄物の焼却施設
一般廃棄物・産業廃棄物の処理施設
（市町村設置対象外）

施 設 例（市原ﾆｭｰｴﾅｼﾞｰ）

対 象 送電＋熱供給（農業用温室）
発電＋熱供給（農業用温室）＋所内利用（脱気
器、エゼクタ）

熱回収率
（計画値）

14.1%
正味（送電端）の発電効率＋熱回収率

23.9%

＝発電効率15.3%×（1－所内利用率25.6%
＋熱供給2.7%

＝発電端効率13.9%＋熱供給率2.4%＋所内利用
率7.6%

熱回収率
（実績）

H24年度

11.1% 正味（送電端）の発電効率＋熱回
収率
＝送電端効率7.9%＋熱供給3.2%

23.2%
＝発電端効率11.6%＋熱供給率3.2%＋所内利用
率8.4%

認定（対象）状況 対象の可能性
認定（H23.12.27付）
一廃・産廃
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出典 環境省HP
廃棄物熱回収施設設置者認定制度
廃棄物熱回収施設設置者認定業者一覧

発電による熱回収率 17%以上

発電・熱利用による熱回収率 17%以上

３／３

4



（1）策定の経緯

ＡＳＲ投入施設活用率は、サーマルリサイクルを含むＡＳＲ再資源化をリサイクルとして妥当であると判
断するための指標として策定されました。

ＡＳＲは、使用済自動車の処理・リサイクルにおいて多量に発生する廃棄物です。ＡＳＲは、すでに有価
物を回収された残さであるという性質上、そのリサイクルには困難が伴うものであり、他の廃棄物のよう
なマテリアルリサイクル中心の処理は難しいものと考えられます。使用済自動車の再資源化等に関する
法律（以下、「自動車リサイクル法」という。）においても、「再資源化」にはリユース、マテリアルリサイク
ルに加えてサーマルリサイクルも含むものとしています（第２条第９項）。

こうしたＡＳＲのサーマルリサイクルを含む再資源化がリサイクルとして妥当であると社会一般に認め
られるための条件とはどのようなものであるかについて、経済産業省と環境省では諮問機関である産業
構造審議会（産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルＷＧ特定再資源
化等物品関係検討タスクフォース、委員長：早稲田大学理工学部教授 永田勝也）並びに中央環境審議
会（中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会特定再資源化等物品関係検
討小委員会、委員長：早稲田大学理工学部教授 永田勝也）において有識者による検討を行ってきまし
た。

「ＡＳＲ投入施設活用率」は、これらの機関での結論として、社会一般に理解されやすく、かつサーマル
リサイクルとマテリアルリサイクルを統合的に評価する指標として確立されたものです。

参考２ 自動車リサイクル法における再資源化に対する指標

出典 ＡＲＴ自動車破砕残さリサイクル促進チームＨＰ
ASR投入施設活用率についての解説
http://www.asrrt.jp/ASR‐00.html
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（2）ASR投入施設活用率の基本的な考え方
ＡＳＲ投入施設活用率は、回収資源の合計と投入物の合計の比率として算出します。

ＡＳＲ投入施設活用率は、当該施設への投入（エネルギー＋マテリアル）と回収（利用）資源（エネルギー＋マ
テリアル）の比率として算出します。 投入としては、ＡＳＲの他に、同時に処理される廃棄物や鉱石、プロセス
上必要に応じて消費される石炭、石油、天然ガス、石灰石等があります。 回収（利用）としては、回収電力、
回収熱、回収ガス（冷ガス）、スラグ、金属（鉄、銅、アルミ等）等があります。 計算の際、これらの投入物、回
収（利用）物はそれぞれエネルギーとマテリアルに分割し、ＡＳＲ重量に換算します。

なお、電力については、原則として投入側では計上せず、回収側での発電端電力量として計算します。これは、発電された
電力は施設の運転に自己消費される場合が多いことから、出口側の量として一括計上することが手法として簡便であると考
えられるためです。

２／４

出典 ＡＲＴ自動車破砕残さリサイクル促進チームＨＰ
ASR投入施設活用率についての解説
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（5）ＡＳＲ投入施設活用率による認定基準
ＡＳＲ投入施設活用率による認定基準は「0.40」（平成１５年現在）。

平成１５年現在、ＡＳＲ投入施設活用率による認定基準は、「0.40」となっています。
この値は、リサイクルとして社会的に認められうるレベルであるに相当すると考えられるもので、積極的なサ
ーマルリサイクルを行っている一般廃棄物焼却施設の水準に基づき設定されたものです。この値を達成して
いるＡＳＲ投入施設は、廃棄物リサイクル施設全体から見て高度なリサイクル効率を有していると考えられ
ます。

図5: ＡＳＲ投入施設活用率による認定基準

３／４

出典 ＡＲＴ自動車破砕残さリサイクル促進チームＨＰ
ASR投入施設活用率についての解説
http://www.asrrt.jp/ASR‐00.html 7
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2012年度 ㈱市原ニューエナジーのＡＳＲ投入施設活用率



出典 環境省ＨＰ
平成23年度廃棄物系バイオマス利用推進事業報告書
（平成24年3月 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団）

参考３ メタン発酵方式とごみ発電の比較資料 １／７
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出典 環境省ＨＰ
平成23年度廃棄物系バイオマス利用推進事業報告書
（平成24年3月 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団）
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出典 環境省ＨＰ
平成23年度廃棄物系バイオマス利用推進事業報告書
（平成24年3月 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団）
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出典 環境省ＨＰ
平成23年度廃棄物系バイオマス利用推進事業報告書
（平成24年3月 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団）
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出典 環境省ＨＰ
平成23年度廃棄物系バイオマス利用推進事業報告書
（平成24年3月 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団）
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出典 環境省ＨＰ
平成23年度廃棄物系バイオマス利用推進事業報告書
（平成24年3月 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団）
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出典 環境省ＨＰ
平成23年度廃棄物系バイオマス利用推進事業報告書
（平成24年3月 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団）
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出典 環境省HP
第三次循環型社会形成推進計画（案）に対する意見の募集
（パブリックコメント）について（お知らせ）
（参考資料１）第三次循環型社会形成推進基本計画（案）のポイント

概 要
参考４ 第三次循環基本計画（案）の熱回収と食品リサイクル関連

１／９
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出典 環境省HP
第三次循環型社会形成推進計画（案）に対する意見の募集
（パブリックコメント）について（お知らせ）
第三次循環型社会形成推進基本計画（案）P1

２／９
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出典 環境省HP
第三次循環型社会形成推進計画（案）に対する意見の募集
（パブリックコメント）について（お知らせ）
第三次循環型社会形成推進基本計画（案）P41
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出典 環境省HP
第三次循環型社会形成推進計画（案）に対する意見の募集
（パブリックコメント）について（お知らせ）
第三次循環型社会形成推進基本計画（案）P48
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出典 環境省HP
第三次循環型社会形成推進計画（案）に対する意見の募集
（パブリックコメント）について（お知らせ）
第三次循環型社会形成推進基本計画（案）P50
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出典 環境省HP
第三次循環型社会形成推進計画（案）に対する意見の募集
（パブリックコメント）について（お知らせ）
第三次循環型社会形成推進基本計画（案）P50
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出典 環境省HP
第三次循環型社会形成推進計画（案）に対する意見の募集
（パブリックコメント）について（お知らせ）
第三次循環型社会形成推進基本計画（案）P51、52

次頁につづく
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出典 環境省HP
第三次循環型社会形成推進計画（案）に対する意見の募集
（パブリックコメント）について（お知らせ）
第三次循環型社会形成推進基本計画（案）P52
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出典 環境省HP
第三次循環型社会形成推進計画（案）に対する意見の募集
（パブリックコメント）について（お知らせ）
第三次循環型社会形成推進基本計画（案）P58

９／９
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バイオマス事業化戦略の概要
～ 技術とバイオマスの選択と集中による事業化の推進 ～

Ⅰ 基本的考え方
○ 震災・原発事故を受け、地域のバイオマスを活用した自立・分散型エネルギー供給体制の強化が重要な課題
○ 多種多様なバイオマスと利用技術がある中で、どのような技術とバイオマスを利用すれば事業化を効果的に推進できるか
が明らかでない
○ バイオマス活用推進基本計画の目標達成に向け、コスト低減と安定供給、持続可能性基準を踏まえつつ、技術とバイオマ
スの選択と集中によるバイオマス活用の事業化を重点的に推進し、地域におけるグリーン産業の創出と自立・分散型エネル
ギー供給体制の強化を実現していくための指針として「バイオマス事業化戦略」を策定

Ⅱ エネルギー・ポテ
ンシャル(年間)

Ⅲ 技術のロードマッ
プと事業化モデル

○ 多種多様なバイオマス利用技術の到達レベルを評価した技術ロードマップを作成し、事業化に重点的に活用する実用化
技術とバイオマスを整理。

○ 上記の実用化技術とバイオマスを利用した事業化モデルの例(タイプ、事業規模等)を提示。

2020年の利用率目標が
エネルギー利用により達成された場合

未利用分が全て
エネルギー利用された場合

電力利用可能量
約130億kWh
(約280万世帯分)

約220億kWh
(約460万世帯分)

燃料利用可能量
(原油換算)

約1,180万kL
(ガソリン自動車約1,320万台分)

約1,850万kL
(ガソリン自動車約2,080万台分)

温室効果ガス
削減可能量

約4,070万 t-CO2
(我が国の温室効果ガス排出量の約3.2％相当)

約6,340万 t-CO2
(我が国の温室効果ガス排出量の約5.0％相当)

※持続可能性基準による考慮を
していない。

※実用化とは、技術的な評価で、
事業化には諸環境の整備が必要。

技術 ・・・・・・・メタン発酵・堆肥化、直接燃焼、固形燃料化、液体燃料化
バイオマス・・・木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物等

■ コスト低減と安定供給、持続可能性基準を踏まえつつ、技術とバイオマスの選択と集中による事業化の重点的な推進
■ 関係者の連携による原料生産から収集・運搬、製造・利用までの一貫システムの構築(技術(製造)、原料(入口)、販路(出口)の最適化)
■ 地域のバイオマスを活用した事業化推進による地域産業の創出と自立・分散型エネルギー供給体制の強化
■ 投資家・事業者の参入を促す安定した政策の枠組みの提供

基本戦略戦略１

参考５ バイオマス事業化戦略
の概要と食品廃棄物

出典 『食料・農業・農村政策審議会食料産業部会 第3回食品リサイクル小委員会
中央環境審議会循環型社会部会 第1回食品リサイクル専門委員会 第1回合同会合 参考資料
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■ 地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシ

ステムの構築に向けたバイオマス産業都市の構築（バイオマスタウンの発展・

高度化）

■ 原料生産から収集・運搬、製造・利用までの事業者の連携による事業化の

取組を推進する制度の検討(農林漁業バイオ燃料法の見直し)

■ プラント・エンジニアリングメーカーの事業運営への参画による事業化の推進

■ 国内で我が国の技術とバイオマスを活用した持続可能な事業モデルの構築

と、国内外で食料供給等と両立可能な次世代技術の開発を進め、その技術や

ビジネスモデルを基盤にアジアを中心とする海外で展開

■ 我が国として、関係研究機関・業界との連携の下、持続可能なバイオマス利

用に向けた国際的な基準づくりや普及等を積極的に推進

■ 固定価格買取制度の積極的な活用

■ 投資家・事業者の参入を促すバイオマス関連税制の推進

■ 各種クレジット制度の積極的活用による温室効果ガス削減の推進

■ バイオマス活用施設の適切な立地と販路の確保

■ 高付加価値の製品の創出による事業化の推進

出口戦略(需要の創出・拡大)

■ バイオマス活用と一体となった川上の農林業の体制整備(未利用間伐材等

の効率的な収集・運搬システムの構築等)

■ 広く薄く存在するバイオマスの効率的な収集・運搬システムの構築（バイオマ

ス発電燃料の廃棄物該当性の判断の際の輸送費の取扱い等の明確化等）

■ 高バイオマス量・易分解性等の資源用作物・植物の開発

■ 多様なバイオマス資源の混合利用と廃棄物系の徹底利用

入口戦略(原料調達)戦略４

総合支援戦略戦略６個別重点戦略

海外戦略戦略７

戦略５

戦略３

①木質バイオマス
・ FIT制度も活用しつつ、未利用間伐材等の効率的な収集・運搬システム
構築と木質発電所等でのエネルギー利用を一体的・重点的に推進
・ 製材工場等残材、建設発生木材の製紙原料、ボード原料やエネルギー
等への再生利用を推進
②食品廃棄物
・ ＦＩＴ制度も活用しつつ、分別回収の徹底・強化と、バイオガス化、他のバ
イオマスとの混合利用、固体燃料化による再生利用を推進
③下水汚泥
・ 地域のバイオマス活用の拠点として、FIT制度も活用しつつ、バイオガス化、
食品廃棄物等との混合利用、固形燃料化による再生利用を推進
④家畜排せつ物
・ ＦＩＴ制度も活用しつつ、メタン発酵、直接燃焼、食品廃棄物等との混合
利用による再生利用を推進
⑤バイオ燃料
・ 品質面での安全・安心の確保や石油業界の理解を前提に農業と一体となっ
た地域循環型バイオ燃料利用の可能性について具体化方策を検討
・ バイオディーゼル燃料の税制等による低濃度利用の普及や高効率・低コスト
生産システムの開発
・ 産学官の研究機関の連携による次世代バイオ燃料製造技術の開発加速化

■ 事業化に重点的に活用する実用化技術の評価（概ね2年ごと）

■ 産学官の研究機関の連携による実用化を目指す技術の開発加速化(セルロース系、藻類等の次世代技術、資源植物、バイオリファイナリー 等)

技術戦略 (技術開発と製造)戦略２

出典 『食料・農業・農村政策審議会食料産業部会 第3回食品リサイクル小委員会
中央環境審議会循環型社会部会 第1回食品リサイクル専門委員会 第1回合同会合 参考資料

２／３

26

(４)食品廃棄物

・ 食品廃棄物は、家畜排せつ物等に比べエネルギーポテンシャルが高く、かつ未利用
分が多い非常に貴重なバイオマスである。

・ 食品廃棄物の年間発生量約1,900万トンのうち再生利用されているのは約27％で、残
りは焼却（熱回収を含む。）・埋立処分されており、処分場の逼迫等に直面している
自治体も存在する。また、飼料や堆肥への再生利用は、分別や需給のマッチング等の
課題があるため大幅な普及拡大は難しい状況にある。

・ このため、飼料・肥料への再生利用が困難なものについては、関係府省・自治体・
事業者が連携し、ＦＩＴ制度も活用しつつ、自治体・事業者による分別回収の徹底・
強化と効率的な収集・運搬システムの構築を図り、①メタン発酵によるバイオガス化
と消化液の肥料利用、②下水汚泥や家畜排せつ物との混合利用(メタン発酵)、③固体
燃料化による再生利用を強力に推進する。また、飼料・肥料、バイオガス、固体燃料
等の再生利用が困難な場合については、循環型社会形成推進基本法の基本原則も踏ま
え、焼却における熱・電気回収を推進する。

・ 法改正後５年が経過する食品リサイクル法の施行状況の点検作業を行う。

出典 『食料・農業・農村政策審議会食料産業部会 第3回食品リサイクル小委員会
中央環境審議会循環型社会部会 第1回食品リサイクル専門委員会 第1回合同会合 参考資料

３／３
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出典 環境省HP
「今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）について（お知らせ）
今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案）

参考６ 今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案）のバイオマスと熱回収関連
１／６
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出典 環境省HP
「今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）について（お知らせ）
今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案）

２／６
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出典 環境省HP
「今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）について（お知らせ）
今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案） P５

３／６
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出典 環境省HP
「今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）について（お知らせ）
今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案） P5,6

４／６
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出典 環境省HP
「今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）について（お知らせ）
今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案） P6

５／６
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出典 環境省HP
「今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）について（お知らせ）
今後の廃棄物処理施設整備の在り方について（案） P8

６／６
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出典 環境省HP
一般廃棄物の排出及び処理状況等について（平成25年3月28日現在）

参考７ 一般廃棄物の（ごみ処理施設）の予熱利用と発電関係データ
１／４
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出典 環境省HP
一般廃棄物の排出及び処理状況等について（平成25年3月28日現在）

２／４
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出典 環境省HP
一般廃棄物の排出及び処理状況等について（平成25年3月28日現在）

３／４
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出典 環境省HP
一般廃棄物の排出及び処理状況等について（平成25年3月28日現在）

４／４

37
出典 環境省HP
「グリーン成長の実現」と「再生可能エネルギーの飛躍的導入」に向けたイニシアティブ

参考８ バイオマス発電の実績と戦略
１／１
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